
「生涯活躍のまち」に関する参考施策集（活躍・移住）
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はじめに ～「生涯活躍のまち」の基本構成要素～

■「生涯活躍のまち」構想の基本構成要素

コミュニティ（多世代交流・地域活性化）

住まい
・自宅 ・サ高住
・有老（自立型）
・空き家活用
・地優賃など

ケア
・医療
・介護
・有老（介護型）
・生活支援

活躍
・就労
・社会参加
（生涯学習）
（アクティビティ）

移住
・送り出し支援
・受け入れ支援

健康でアクティブな自立生活を送
ることができる住宅

健康でアクティブな自立生
活を実現するために行う仕
事や社会活動・生涯学習
など

移住や住み替えを希望
する者（主に中高年齢
者）の移住・住み替え

必要な時に地域
で継続的に受ける
ことができる医療・
介護サービス 住民同士が仲間意識や

相互扶助（支え合い）の
感情を持ち、相互にコ
ミュニケーションを行っ
ている集団

○ 「生涯活躍のまち」の基本構成要素は、「住まい」、「ケア」、「活躍」を核に、「移住」を加えた
「３＋１」の要素、及びこれを下支えする重要要素である「コミュニティ」（多世代交流、地域活
性化）を加えた５要素。

○ 本施策集は、関連制度等を「住まい」、「ケア」、「活躍」、「移住」の４要素に分類して整理。
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地域社会のつながりや支え合いの希薄化等による地域の教育力の低下や、学校が抱える課題の複雑化・困難化といった社会的課題の解決

を目指すとともに、これからの社会の創り手となる子供たちに、社会や地域と向き合い関わり合いながら学ぶ機会を与える「社会に開かれ

た教育課程」の実現に向けた基盤として、地域と学校が連携・協働し、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく「地域学校協働

活動」を積極的に推進していくことが必要。

国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

【補助率】

目標

2022年度までに全小中学校において幅広い地
域住民や地域の多様な機関・団体等の参画を通
じた地域学校協働活動の推進を図る。

事業内容

幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働
活動」を推進する。
そのため、地域と学校をつなぐ「地域学校協働活動推進員」を配置することにより、地域の実情に合

わせた様々な地域学校協働活動の総合化、ネットワーク化を目指し、組織的で安定的に継続できる「地
域学校協働本部」の整備を推進することにより、社会全体の教育力の向上及び地域の活性化を図る。

地域学校協働活動
地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、
地域を創生するための活動

 放課後等の多様な体験・活動
（放課後子供教室）

 学習が困難な子供に対する学習支援活動
（地域未来塾）

 外部人材を活用した教育活動支援 等

 地域ブランドづくり学習
 防災学習
 ふるさと発見学習

学校運営協議会
（コミュニティ・スクール）
学校運営・その運営に必要な支援に
関する協議 等（地教行法第４７条の６）
を行い、委員には、保護者や地域
住民の他、地域学校協働活動推進員
が任命される。××中学校区を統括！

地域学校協働本部のコーディネート機能を担う

○○小学校区△△小学校区

××中学校

地域学校協働活動推進員

△△小学校

地域学校協働活動推進員

A 地 域 学 校 協 働 本 部

7,000本部

協働活動支援員や、協働活動
サポーターが協働活動を実施

地域学校協働活動推進員を中心に、
協働活動支援員や協働活動サポーターなど様々な
ボランティアが緩やかなネットワークを構築

○○小学校

地域学校協働活動推進員

ＣＳ

ＣＳ

ＣＳ

地域学校協働活動推進事業 2019年度予算額 5,924百万円
（前年度予算額 6,012百万円）

青少年 大人
保護者
ＰＴＡ

企業 ＮＰＯ
文化
団体

高齢者
スポーツ
団体

社会福祉
協議会

××中学校区
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大学等における履修証明（certificate）制度の概要

教育基本法第７条及び学校教育法第83条の規定により、教育研究成果の社会への提供が大学の基本
的役割として位置付けられたことや、中教審答申の提言等を踏まえ、平成19年の学校教育法改正により、履
修証明の制度上の位置付けを明確化。
これにより、各大学等（大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校）における社会人等に対す
る多様なニーズに応じた体系的な教育、学習機会の提供を促進。

○対象者：社会人（当該大学の学生等の履修を排除するものではない）
○内 容：大学等の教育・研究資源を活かし一定の教育計画の下に編成された、体系的な知識・技術等の

習得を目指した教育プログラム
○期 間：目的・内容に応じ、総時間数６０時間以上で各大学等において設定
○証明書：プログラムの修了者には、各大学等により、学校教育法の規定に基づくプログラムであること及びそ

の名称等を示した履修証明書を交付
○質保証：プログラムの内容等を公表するとともに、各大学等においてその質を保証するための仕組みを確保
※学生を対象とした学位プログラムとは異なり、単位や学位が授与されるものではない。

趣 旨

制度の概要

講 習

・

講 習
講 習
・

授業科目

※講習には公開講座を含めることも差し支えない。

体
系
的
に
編
成

学生や科目等履修
生が履修した場合、
単位認定が可能。

授業科目
授業科目

・

学位プログラム
学生向けに４年で１２４単位以上→学

位

履修証明プログラム
社会人向けに６０時間以上→履修証明書

教育や研究に加え、大学の｢第三の使命｣としてのより直接的な社会貢献
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生涯学習を目的とする履修証明プログラムの例

立教大学「立教セカンドステージ大学」
○ 50歳以上のシニアのために、人文学的教養の修得を基礎と
し、「学び直し」と「再チャレンジ」のサポート。

○ 立教建学の精神に基づくリベラルアーツ（教養教育）の重
視と、学外からも高い評価を得ている全学共通カリキュラムや先
駆的な社会人大学院で培った経験を踏まえ、シニアの人たちが
セカンドステージの生き方を自らデザインする、というコンセプトが
設計の原点。

○ 単に市民に大学を開放するだけでなく、シニアの人たちが集い、
人と人のネットワーク、地域や社会とのネットワークを形成し、仕
事や多様な社会参加の担い手として、セカンドステージに踏み
出すための新しいキャンパスの創造と位置付けている。

園田学園女子大学「シニア専修コース」
○ 公開講座の発展型である３年制の専門コース。
○ 文学歴史学科、国際文化学科、情報学科に
分かれ、専門的な内容まで幅広く学ぶ。

○ 卒業後は研究生として、興味のある科目を継
続して学ぶことも可能。

※各大学のHPを元に文部科学省において作成。 3



大人も子供も共に育とう
～「幸ケ谷共育倶楽部」による地域学校協働活動～ (神奈川県横浜市立幸ケ谷小学校)

地域学校協働活動の事例

○「幸ケ谷共育倶楽部」として、地域住民、保護者、教師を目指す

学生等が教育支援ボランティアとして登録し、子供たちの学習活

動や学校の教育環境をサポートするネットワーク。

○ 平成21年に地域住民や保護者のサークル的な活動（ブックママ、

クラブ活動のサポート等）を一つに組織化したのが始まり。

○ 学習サポート部門、読書サポート部門、安全見守り部門、栽培

緑化環境部門で構成。会員数約2４０人（H28年度）

活動概要・目的

○ 学校・地域コーディネーターが、学校のオーダーシートに従っ
て効果的にボランティアを割り振り。

○ 学習サポートでは、SNS（らくらく連絡網）を活用し、ボラン
ティアへの連絡調整を円滑に実施し、教員の負担も軽減。

○ 学校内に倶楽部の事務局を設け、コーディネーターと校長や
教職員との情報交換を密に行えるようにしている。

○ 学校と連携・協働して年間を通して活動を実施し、平成2８年度の延べ参加人数は1,９00人を超えるなど、地域住民や保護者が積極

的に学校にかかわり、子供たちの安全や学びを見守っている。

○ 子供が卒業した後もほとんどの人が会員を継続しており、大学生になってからボランティアメンバーとして戻ってくる卒業生もおり、

幅広い地域住民による活動への参画の輪が広がっている。

活動における工夫・ポイント

活動における成果

幸ケ谷共育倶楽部

学習サポート部門 読書サポート部門 安全見守り部門 栽培緑化環境部門

学校からの
サポート依

頼

地域住民、保護者、
学生などが登録

※内容に応じてボランティアを依頼

校外学習、家庭科調理
実習、水泳学習、遠足、
社会科見学、クラブ活
動等の支援を実施。

読み聞かせグループと
本の修繕・装飾を行う
グループに分かれて活
動を実施。

登下校時の見守り、
授業参観時の受付、
校外学習付き添い
など幅広く活動。

校庭の芝生整備(苗
作り、芝刈り、毎
日の水やり等)やパ
ンジープランター
作りなどを実施。
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シルバー人材センター事業 （概要）

臨時的・短期的または軽易な就業（＊）を希望する高年齢者に、シルバー人材センターが就業機会を提供

シルバー人材センター 企業、家庭、官公庁

臨時的・短期的または軽易な就業
を希望する概ね60歳以上の高年齢者

（シルバー人材センター会員）

高
齢
者
の
生
き
が
い
の
充
実
、
健
康
の
維
持
増
進
、
生
活
の
安
定

企
業
等
の
人
手
不
足
の
解
消
、
現
役
世
代
の
下
支
え

➊ 仕事の発注

➌ 仕事の遂行

➍ 料金支払い

➎ 賃金・配分金

➋ 仕事の依頼

○ シルバー人材センターが扱う仕事

介護施設・育児施設・スーパーマーケット・ホテル・レストラン・製造業企業等への派遣、

福祉・家事援助サービス、空き屋管理、地域見守りサービス、観光案内、

清掃、除草、自転車置き場管理、公園管理、宛名書き、植木剪定、障子・ふすま張り など

● 派遣（センターが会員を発注者の事業

所等に派遣して仕事を行う方法）、

● 請負（センターが受注した仕事を会員

に請負わせて仕事を行う方法）、

● 職業紹介（センターが紹介した会員を

発注者が雇用して仕事を行う方法）

により実施

地
域
の
経
済
・社
会
の
維
持
・発
展

な
ど

＊ おおむね月10日程度以内、または、1週間当たりの就業時間が20時間を超えない就業

（高齢者の就業機会の確保に寄与することが見込まれ、民業圧迫や他の労働者の就業機会に著しい影響を与えるおそれがない場合であって、都
道府県知事が指定した場合に、派遣、職業紹介の就業時間の上限を週40時間とする特例措置あり。平成28年4月より施行）

○ シルバー人材センターの概要（30年度）

団体数1,299団体、会員数71万人（男性47万人・女性24万人）、平均年齢73.0歳

就業実人員数59万人、月平均就業日数9.8日、月平均収入3.8万円、就業延人員数＜就業人数×就業日数＞6,977万人日

契約件数343万件、契約金額3,185億円
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シルバー人材センターの「臨・短・軽」要件の緩和（高齢法関係

）

シルバー人材センターの取り扱う業務は、「臨時的・短期的」（概ね月10日程度まで）又は「軽易
な業務」（概ね週20時間まで）に限定されている。

現行の内容

地域の実情に応じ、高齢者のニーズを踏まえた多様な就業機会を確保する観点から、
現行、臨時的かつ短期的又は軽易な業務に限定されているシルバー人材センター等の取
り扱う業務の要件を緩和する。

改正の趣旨

○ シルバー人材センターの業務のうち、派遣・職業紹介に限り、週40時間までの就業を可能とする。
○ 要件緩和により、民業圧迫等が起きることのないよう、以下の仕組みを設ける。
・ 要件緩和は、都道府県知事が、高年齢退職者の就業機会の確保に寄与することが見込まれ、
厚生労働省が定める基準（※１）に適合すると認められる場合に、対象となる市町村ごとに業種・
職種を指定することにより可能とすること。

・ 要件緩和を実施する業種等を指定するに当たっては、あらかじめ地域の関係者（※２）の意見を
聴取するとともに、厚生労働大臣に協議すること。

・ 要件緩和に係る指定が厚生労働省が定める基準に適合しなくなったときは、指定を取り消すこと
。

改正の内容【平成28年４月１日施行】

※１ 次の２つの基準を規定。要件緩和を行う市町村の区域において、
①指定しようとする業種・職種について労働者派遣事業、職業紹介事業等を行う事業者の利益を不当に害することがないと認められること。
②他の労働者の雇用の機会や労働条件に著しい影響を与えることがないと認められること。

※２ 次の関係者を規定。①市町村長、②シルバー人材センター等、③指定しようとする業種・職種について労働者派遣事業、職業紹介事業等を行う事業者を代表する者、
④当該市町村の労働者を代表する者
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特定求職者雇用開発助成金

○特定就職困難者コース
高年齢者（60歳以上65歳未満）などの就職困難者をハローワーク等の紹介により雇い入れる事業主に対して、賃金の一部に相当する額を助成。（中
小企業の場合、１人につき60万円（短時間労働者40万円））

○生涯現役コース
65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により雇い入れる事業主に対して、賃金の一部に相当する額を助成。（中小企業の場合、１人につき70万
円（短時間労働者50万円））

高齢者雇用に係る助成金（令和元年度）

○ 中途採用拡大コース
これまで学卒採用中心であった企業が、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中高年齢者（45歳以上）の初採用等により中途採用を拡大し

た場合に一定額を助成（①45歳以上の者を初めて中途採用した場合は60万円（60歳以上の者を初めて中途採用した場合は10万円を上乗せ）、②中
途採用率を向上させた場合は50万円）。

○ 生涯現役起業支援コース
４０歳以上の中高年齢者などの方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員の雇入れに要した費

用の一部を助成。（起業者の起業時年齢が60歳以上の場合、助成額の上限は200万円（40歳～59歳の場合は150万円））
また、一定期間経過後に生産性要件を満たした場合には、上記助成額の２５％の額を別途支給する。

中途採用等支援助成金

○65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入のいずれ

かの措置を実施した事業主に対して、措置の内容、定年等の年齢の引上げ幅及び60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて
５～160万円を支給する。

○高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用管理制度の整備（高年齢者に係る賃金・能力評価制度の構築等）を行う事業主に対して、当該取組に要した費用の45％<60％>
（中小企業60％<75％>）を支給。

○高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、対象者１人につき38万円<48万円>（中小企
業は１人につき48万円<60万円>）を支給。

※ < >は、生産性要件を満たした場合

65歳超雇用推進助成金
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① 高年齢雇用継続基本給付金
被保険者であった期間が５年以上ある60歳以上65歳未満の労働者であって、60歳以後の各月に支払われる賃金
が原則として60歳時点の賃金額の75％未満となった状態で雇用を継続する高年齢者

② 高年齢再就職給付金
基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金額が基本手当の基準となった
賃金日額を30倍した額の75％未満となった者で以下の要件を満たす者

a 基本手当についての被保険者であった期間が5年以上あること
b 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
c 安定した職業に就くことにより被保険者となったこと

（注）同一の再就職について、再就職手当と高年齢再就職給付金は併給されない。

高年齢雇用継続給付の概要
給付金の種類と額

60歳以後の各月の賃金の15％
※賃金と給付の合計額が60歳時点の賃金70.15％を超え75％未満の場合は逓

減した率【右図参照】
※賃金と給付の合計が月額360,169円を超える場合、超える額を減額

給付額

65歳に達するまでの期間
※②は、基本手当の支給残日数200日以上は２年間、100日以上は１年間）

支給期間

(注) ％は60歳時点の賃金に対する割合である。
賃金(w)

賃
金
＋
給
付
額

70.15％
75％

75％61％

高年齢雇用継続給付
（0.15w）

賃金(w)
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資料出所：厚生労働省第１回都市部の高齢化対策に関する検討会「資料２ 都市部の高齢化対策の現状」 9



｢まちの人事部｣事業 【 岡山県奈義町 】
【目的】
町民や事業所が望む生き方や､なりたい姿を叶えられるような「はたらく」（働き方や経営）を増やし、育て、

つなぐことで、子ども達もワクワクする未来を描けるようにし、町を元気にする。

【事業のしくみ】

【ポイント】
〇休業中のガソリンスタンドをリノベーションした「しごとスタンド」が活動拠点。
〇人材サポートの専門企業と連携して､さまざまなサービスを提供。

まちの人事部

就職・採用サポート

しごと
コンビニ

子育てママやシニア世代の「ちょっと働きたい」と､町内の
「ちょっと手伝ってほしい」をつなぐ事業。
※社会福祉協議会が実施していた「人材センター事業」も９月から引継

求人チラシ
「ハタラク」

毎月発行、町広報誌と共に全戸に配付。公共施設や
等にも設置。有料で求人広告を掲載。WEBとも連動。

ハローワー
クとの連携

求人情報端末の設置（県内初）、ハローワーク職員
による求職者に対する相談や職業紹介、ハローワーク
職員の求人事業所への訪問相談など。

キャリアアップサポート 労務サポート

就職･人材採用
・育成相談

まちの就職･採用サポーター役として､専任ス
タッフが対応。

勉強会や
カフェの
開催

パソコンや接遇スキル
などの研修、気軽に
話し合えるカフェなど。

町民先生

町民が先生となり、
持っている知識や
技術を教えることで、
皆のスキルアップや､
先生役のプチ起業
にもつなげる。

プチ起業
サポート

起業したい想いをカ
タチにするための相談。
商工会等とも連携。

まちの
社労士
さん

社労士が､
月数回しご
とスタンドに
て無料相談
を行う。勉強
会も開催。
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地方への移住や地方との交流に
興味を持っている都市住民、団体

＜移住・交流情報ガーデン＞
ワンストップ支援窓口

相談

※自治体等が実施する短期のＰＲイベントの場としても活用可

（ガーデン館内） （移住フェアの模様）

移住・交流情報ガーデン

○ 居住・就労・生活支援等に係る情報提供や相談についてワンストップで対応する窓口「移住・交流情報ガーデン」を開設。

○ 地方自治体や関係省庁とも連携し、「全国移住ナビ」を活用して総合的な情報提供を実施。

○ 地方自治体等による移住相談会、フェア等の場として利用可能。
（※都道府県間での連携や市町村間での連携（定住自立圏構想等の取組団体）等複数団体で協力して実施する団体の利用を優先）

［開館時間］（平日）11:00-21:00
（土日祝）11:00-18:00

［休館日］月曜、年末年始

［所在地］ 東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル
［アクセス］ＪＲ／東京駅（八重洲中央口）より徒歩４分

地下鉄／東京メトロ銀座線 京橋駅より徒歩５分
東京メトロ銀座線・東西線 都営浅草線 日本橋駅より徒歩５分

※国の各府省とも連携
・厚生労働省（しごと情報）
・農林水産省（就農支援情報） 等

（休館中）
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「生涯活躍のまち移住促進センター」
への出展
※都市部での移住相談窓口として東京都千代
田区有楽町に開設 URL：http://iju-center.jp/

都市部からの移住促進の取り組み （岩手県 雫石町）

移住体験・交流ツアーの実施
※四季折々の気候や雫石の魅力に触れ
ていただくためのツアー。平成27～28年
度に6回のツアーを実施。29年度も3回の
ツアーを予定。

移住促進イベントの実施
※町民との交流や町民の受入れ意識の醸成
をためのイベントの実施

移住・定住支援情報の発信
※移住応援パンフレットの作成やウェブサイト
での情報発信、ＰＲ動画「あなたにしか、出会
えない場所がある。」の配信
http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/teijyu/

ステップ１ ステップ２ ステップ３

トータルサポートの実施
※移住したばかりの方や移住に興
味がある方を対象に「移住カフェ」や
先輩移住者による相談等の実施

移住相談の旅費助成
※仕事、住まい、生活環境の確認
など、移住を目的とした活動のため
に町を訪れる場合の旅費の一部を
助成。
東北から5,000円助成、関東甲信越
から13,000円助成、その他の地域
から18,000円など

お試し居住
※雫石町定住促進住宅の一室（３Ｄ
Ｋ）を活用したお試し居住を実施。
１週間 15,000円（光熱水費込）
１か月 50,000円（〃）

空き家バンク制度及び空き家
改修補助金
※空き家バンク登録物件に係る改
修費用を助成（上限100万円）

移住フェア・相談会等への参加
※都市部で開催される移住フェア・セミナー
相談会へのブース出展

まずは「雫石」を知っていただく。
そのための「情報発信」

次に「雫石」に訪れていただく。
そのための「体験・交流」

次に「雫石」への移住を
実際に検討していただく。
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